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(57)【要約】
【課題】  ボリュームレンダリングを行うことにより三
次元画像を形成する超音波診断装置において、そのボリ
ュームレンダリング演算において用いられるオパシティ
を組織との関係において適切に設定する。
【解決手段】  ３Ｄプローブ１０により三次元データ取
込空間としての三次元空間が形成される。その三次元空
間には複数の部分空間が設定される。レンダリング演算
の対象となるエコーデータがどの部分空間に存在するか
を判定し、それによりオパシティテーブル群３２の中か
ら適切なオパシティテーブルが選択される。そのオパシ
ティテーブルにしたがってオパシティが特定され、その
オパシティを用いてレンダリング演算が実行される。複
数の部分空間の設定は、代表のＢモード画像上において
複数の領域を設定し、それらを例えば立体近似すること
に定義することも可能である。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  三次元空間内において複数のエコーデー
タを取り込む送受波手段と、
前記三次元空間に対して複数の部分空間を設定する部分
空間設定手段と、
前記三次元空間に対して設定される各レイごとに、レイ
上の各エコーデータを順次参照し、各エコーデータごと
にオパシティを利用したレンダリング演算を順次実行す
ることにより、三次元画像を構成する画素値を決定する
レンダリング演算手段と、
前記三次元領域に対して設定された複数の部分空間の内
で前記レンダリング演算の対象となったエコーデータが
所属する所属部分空間を特定し、オパシティテーブル群
の中から前記所属部分空間に対応したオパシティテーブ
ルを選択するテーブル選択手段と、
を含み、
前記選択されたオパシティテーブルに従って決定される
オパシティを利用して前記レンダリング演算が実行され
ることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】  請求項１記載の装置において、
前記各レイは超音波ビームに一致することを特徴とする
超音波診断装置。
【請求項３】  請求項１記載の装置において、
前記複数の部分空間は、前記三次元空間内における１又
は複数の切断面を表す１又は複数の断層画像上におい
て、ユーザーにより複数の領域の指定を行うことにより
設定されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】  請求項３記載の装置において、
前記複数の領域の指定は代表断層画像上において行わ
れ、
各領域を立体近似することにより前記複数の部分空間が
設定されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項５】  請求項４記載の装置において、
前記代表断層画像上に設定された複数の領域を識別する
ために、前記代表断層画像に対してグラフィック画像を
合成する手段を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】  三次元空間内の各ボクセルごとにエコー
データを取り込む手段と、
前記三次元空間を複数の部分空間に区分する手段と、
前記三次元空間に対してそれを貫通するように設定され
る各レイごとに、レイ上の各エコーデータを順次参照
し、各エコーデータごとにレンダリング演算パラメータ
としてのオパシティを利用したレンダリング演算を順次
実行することにより、三次元画像を構成する画素値を決
定するレンダリング演算手段と、
オパシティ関数群を有する手段と、
前記三次元領域に対して設定された複数の部分空間の内
で前記レンダリング演算の対象となったエコーデータが
所属する所属部分空間を特定し、オパシティ関数群の中
から前記所属部分空間に対応したオパシティ関数を選択
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する手段と、
を含み、
前記選択されたオパシティ関数に前記レンダリングの対
象となったエコーデータを与えることにより求められる
オパシティを利用して前記レンダリング演算が実行され
ることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】  請求項６記載の装置において、
前記複数の部分空間の内の少なくとも１つの部分空間は
超音波ビームと並行になる組織表面を包含するように設
定され、
前記組織表面を包含するように設定された部分空間に対
しては、他の部分空間に比べて、傾きが大きいオパシテ
ィ関数が対応付けられることを特徴とする超音波診断装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は超音波診断装置に関
し、特にレンダリング演算によって三次元画像を形成す
る超音波診断装置に関する。
【０００２】
【従来の技術及びその課題】例えば、特開平１０－３３
５３８号公報には、超音波三次元画像を形成する装置が
開示されている。その三次元画像の形成原理について以
下に説明する。生体内に設定される三次元空間に対し
て、複数のレイ（実際には超音波ビームに一致）が設定
される。各レイごとに、順番にエコーデータが参照さ
れ、各エコーデータごとにボリュームレンダリング法に
基づくレンダリング演算（ボクセル演算）が逐次的に実
行される。所定の終了条件を満たした時点で、そのレン
ダリング演算は終了し、その時点での演算値が当該レイ
に対応する画素値として決定される。各レイごとに画素
値を決定すれば、その集合として三次元空間を投影した
三次元画像を構築できる。
【０００３】レンダリング演算は、以下のように実行さ
れる。ここで、ｉ番目のエコーデータのエコー値（ボク
セル値）をｅ

i
とし、その際のオパシティ（不透明度）

をＯ
i
（但し、０≦Ｏ

i
≦１．０）とし、Ｃ

OUTi
をｉ番目

のエコー値についての演算結果（出力光量に相当）と
し、Ｃ

INi
をｉ番目のエコー値についての入力値（これ

はｉ－１番目の演算結果と同じで、入力光量）とする。
【０００４】
Ｃ
OUTi
＝Ｃ

INi
（１－Ｏ

i
）＋ｅ

i
Ｏ
i
      ・・・（１）

ここで、（１－Ｏ
i
）は透明度と称され、それはオパシ

ティ（不透明度）から演算される。
【０００５】レイ上に沿って逐次的に上記演算を行って
いく場合において、それと並行して各オパシティを積算
し、その値が１以上になった場合には、当該レイについ
ての演算は終了する。また、最終のエコーデータについ
ての演算が終了した場合にも当該レイについての演算は
終了する。その終了時点の出力光量が画素値に相当す
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る。なお、オパシティはエコーデータの関数として定義
され、その関数形式は一般に指数関数である。
【０００６】ところで、上記の原理を用いて、例えば心
臓の三次元画像を形成するような場合、超音波ビームと
並行になる心壁の表面（特に内膜）では、エコーが非常
に弱くなる。一方、弁のような組織表面と超音波ビーム
とが交差するところでは、エコーが非常に強くなる。弁
からのエコーが強いのは、血液と組織との音響インピー
ダンスの差が大きく、かつ、境界が超音波ビームにクロ
スするためである。
【０００７】従来においては、以上のような特有の事情
を考慮することなく、単一のオパシティ関数を利用して
オパシティを決定していた。このために、超音波ビーム
と並行になる心筋の表面と、弁の両者をともに明瞭に表
示できる三次元画像を構築するのが困難であった。つま
り、心筋の表面を明瞭に表現するためにオパシティ関数
の傾きを急峻にすると、心腔内の血流部分が三次元画像
上に現れやすくなって弁が不鮮明となり、その構造観察
や動きの観察に支障が生じる。一方、弁の画像を優先さ
せてオパシティ関数の傾きを緩やかにすると、今度は心
筋が不明瞭になるという問題があった。心機能を評価す
る上で、心筋の動きを明瞭に表現することは大切であ
る。
【０００８】本発明の目的は、ボリュームレンダリング
を行う超音波診断装置において、オパシティを対象組織
との関係において適切に設定できるようにすることにあ
る。
【０００９】本発明の他の目的は、オパシティ関数の画
一的な設定による問題を解消することにある。
【００１０】本発明の他の目的は、各種組織を明瞭に三
次元画像として表現できるようにすることにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本発明は、三次元空間内において複数のエコーデー
タを取り込む送受波手段と、前記三次元空間に対して複
数の部分空間を設定する部分空間設定手段と、前記三次
元空間に対して設定される各レイごとに、レイ上の各エ
コーデータを順次参照し、各エコーデータごとにオパシ
ティを利用したレンダリング演算を順次実行することに
より、三次元画像を構成する画素値を決定するレンダリ
ング演算手段と、前記三次元領域に対して設定された複
数の部分空間の内で前記レンダリング演算の対象となっ
たエコーデータが所属する所属部分空間を特定し、オパ
シティテーブル群の中から前記所属部分空間に対応した
オパシティテーブルを選択するテーブル選択手段と、を
含み、前記選択されたオパシティテーブルに従って決定
されるオパシティを利用して前記レンダリング演算が実
行されることを特徴とする。
【００１２】上記構成によれば、三次元空間の全体又は
一部に複数の部分空間が設定される。各エコーデータご
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とにレンダリング演算を実行する場合、その演算対象と
なったエコーデータが存在する部分空間に対応付けられ
たオパシティテーブルが選択され、そのオパシティテー
ブルに従ってオパシティが求められる。そして、そのエ
コーデータに対するレンダリング演算が実行される。よ
って、部分空間の設定によってオパシティ関数を切り換
えることができるので、生体部位に応じたレンダリング
条件を設定可能である。
【００１３】望ましくは、前記各レイは超音波ビームに
一致する。この構成によれば迅速な三次元画像処理を行
える。但し、三次元空間に対して任意の視点を設定でき
るようにしてもよい。
【００１４】望ましくは、前記複数の部分空間は、前記
三次元空間内における１又は複数の切断面を表す１又は
複数の断層画像上において、ユーザーにより複数の領域
の指定を行うことにより設定される。三次元空間に対し
て直接的に部分空間を設定するのが困難あるいは面倒な
場合には、切断面を利用して部分空間を定義するのが簡
便である。
【００１５】望ましくは、前記複数の領域の指定は代表
断層画像上において行われ、各領域を立体近似すること
により前記複数の部分空間が設定される。立体近似は回
転体近似あるいは立方体近似などの各種の手法を利用で
きる。もちろん、各切断面に対して個別的に領域設定を
行って、結果として、部分空間を定義するようにしても
よい。部分空間の設定方法としては各種の手法を利用で
きる。
【００１６】望ましくは、前記代表断層画像上に設定さ
れた複数の領域を識別するために、前記代表断層画像に
対してグラフィック画像を合成する手段を含む。この構
成によれば、ユーザーが領域設定を行う場合に便宜を図
れる。
【００１７】また、上記目的を達成するために、本発明
は、三次元空間内の各ボクセルごとにエコーデータを取
り込む手段と、前記三次元空間を複数の部分空間に区分
する手段と、前記三次元空間に対してそれを貫通するよ
うに設定される各レイごとに、レイ上の各エコーデータ
を順次参照し、各エコーデータごとにレンダリング演算
パラメータとしてのオパシティを利用したレンダリング
演算を順次実行することにより、三次元画像を構成する
画素値を決定するレンダリング演算手段と、オパシティ
関数群を有する手段と、前記三次元領域に対して設定さ
れた複数の部分空間の内で前記レンダリング演算の対象
となったエコーデータが所属する所属部分空間を特定
し、オパシティ関数群の中から前記所属部分空間に対応
したオパシティ関数を選択する手段と、を含み、前記選
択されたオパシティ関数に前記レンダリングの対象とな
ったエコーデータを与えることにより求められるオパシ
ティを利用して前記レンダリング演算が実行されること
を特徴とする。
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【００１８】望ましくは、前記複数の部分空間の内の少
なくとも１つの部分空間は超音波ビームと並行になる組
織表面を包含するように設定され、前記組織表面を包含
するように設定された部分空間に対しては、他の部分空
間に比べて、傾きが大きいオパシティ関数が対応付けら
れる。
【００１９】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面
に基づいて説明する。
【００２０】図１には、本発明に係る超音波診断装置の
全体構成がブロック図として示されている。３Ｄプロー
ブ１０は、三次元データ取込空間としての三次元空間を
形成する超音波探触子である。具体的には超音波ビーム
を電子走査することにより走査面が形成され、その走査
面を電子走査あるいは機械走査することにより三次元空
間が形成される。本実施形態においては、３Ｄプローブ
１０が振動子ユニットとその振動子ユニットを機械走査
する走査機構とを有している。振動子ユニットは１Ｄア
レイ振動子を有し、その１Ｄアレイ振動子は直線配列あ
るいは円弧状配列された複数の振動素子によって構成さ
れる。その１Ｄアレイ振動子にて超音波ビームが形成さ
れ、その超音波ビームを電子走査することにより走査面
が形成される。さらに、振動子ユニットを機械走査すれ
ば、上述したように三次元空間を形成できる。振動子ユ
ニット走査駆動部１２は、上記の走査機構に対して駆動
信号を供給すると共に、その機械走査を制御している。
【００２１】もちろん、いわゆる２Ｄアレイ振動子を用
いて三次元空間を形成してもよいし、振動子ユニットを
手によって走査し、これによって三次元空間を形成する
ようにしてもよい。
【００２２】送受信部１４は、３Ｄプローブ１０に対し
て送信信号を供給すると共に、３Ｄプローブ１０から出
力される受信信号に対して所定の処理を実行する。送受
信部１４は送信ビームフォーマー及び受信ビームフォー
マーとして機能する。
【００２３】主制御部１６は装置内における各構成の動
作制御を行っており、上述した送受信部１４及び振動子
ユニット走査駆動部１２はこの主制御部１６によって制
御される。また、後述する各構成についてもその動作が
主制御部１６によって制御される。
【００２４】入力器１８は操作パネルなどによって構成
され、入力器１８から出力される信号が主制御部１６に
入力されている。この入力器１８を用いて後述する部分
空間の設定あるいは領域の設定を行うことができる。さ
らに、三次元画像の形成に必要な各種の条件を入力器１
８を用いてユーザー設定することができる。
【００２５】Ｂモード処理部２０は、送受信部１４から
出力される受信信号に対してＢモード画像（二次元断層
画像）を形成するための信号処理を実行する。本実施形
態においては、三次元領域に対して複数の部分空間を定
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義するために、三次元空間を実際に形成する前に特定の
切断面についてＢモード画像が形成されており、そのよ
うなＢモード画像の形成に際してこのＢモード処理部２
０が機能する。もちろん、三次元画像の形成と共にＢモ
ード画像をあわせて形成するようにしてもよい。
【００２６】表示処理部２２は、例えばデジタルスキャ
ンコンバータ（ＤＳＣ）によって構成され、その表示処
理部２２は座標変換機能やデータ補間機能などを有す
る。表示処理部２２にはフレームメモリが設けられ、そ
のフレームメモリ上にはＢモード画像が格納される。そ
の画像データは読み出されて表示器２４へ出力される。
また、表示処理部２２のフレームメモリ上には後に説明
するレンダリング処理の結果として三次元画像の画像デ
ータが格納され、その画像データも読み出されて表示器
２４へ出力される。
【００２７】ちなみに、後に説明するように、Ｂモード
画像の表示に際しては、そのＢモード画像に対して複数
の範囲を識別表示するためのグラフィック画像が合成さ
れており、そのようなグラフィック画像が合成されたＢ
モード画像が表示器２４に表示される。
【００２８】範囲設定器２６は、部分空間設定器として
機能し、表示器２４上に表示されたＢモード画像上にお
いてユーザーにより複数の範囲が指定された場合に、各
範囲（各部分空間）を認識してその各範囲を表す座標情
報をテーブル選択部２８及びグラフィック画像作成部３
０へ出力している。
【００２９】グラフィック画像作成部３０は、範囲設定
器２６から出力される各範囲を表す座標情報に基づいて
上述したようにＢモード画像に合成する各範囲を表した
グラフィック画像を作成する。その画像データは表示処
理部２２へ出力される。
【００３０】オパシティテーブル群３２は、複数のオパ
シティテーブル（オパシティ関数）によって構成され、
実際にはそのようなオパシティテーブルはＲＯＭあるい
はＲＡＭなどに格納されている。本実施形態において
は、複数のオパシティテーブルの中から各エコーデータ
の三次元座標に応じていずれかのオパシティテーブルを
選択することができ、その選択されたオパシティテーブ
ルに従ってレンダリング演算に必要なオパシティの値が
決定される。
【００３１】３Ｄメモリ３４は、三次元空間に対して任
意の視点を設定し、その視点からみた三次元画像を形成
する場合において設けられる。３Ｄメモリ３４内には三
次元空間における各ボクセルに対応したエコーデータが
格納される。ただし、本実施形態においては、超音波ビ
ームに沿ったエコーデータ列に対してその時系列順で各
エコーデータについてレンダリング演算が実行されてお
り、３Ｄメモリ３４は基本的に不要である。
【００３２】すなわち、レンダリング演算部３６は、上
述した（１）式を実行しており、その場合における演算
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7
条件は主制御部１６によって設定される。また、レンダ
リング演算において必要なオパシティ関数については、
上述したように選択されたオパシティテーブルを利用す
ることにより決定される。レンダリング演算部３６に入
力されるエコーデータはエコーｅ

i
を有し、それはいわ

ゆるボクセルデータに相当する。
【００３３】オパシティテーブル群３２の中から特定の
オパシティテーブルを選択するために、テーブル選択部
２８が設けられている。このテーブル選択部２８には、
主制御部１６からレンダリング演算部３６に現在入力さ
れているエコーデータの三次元座標すなわちボクセル座
標が与えられている。上述したようにＢモード画像上に
おいて複数の領域が設定され、各領域ごとにそれを立体
近似することにより三次元空間内に複数の部分空間が設
定される。各部分空間を特定するための座標情報は範囲
設定器２６からテーブル選択部２８に与えられており、
テーブル選択部２８は入力されるボクセル座標がどの部
分空間に所属するかを特定し、その特定された部分空間
に対応するオパシティテーブルを選択している。各部分
空間と各オパシティテーブルとの対応関係についてはテ
ーブル選択部２８が管理しており、その対応関係につい
ては主制御部１６が自動的に決定するようにしてもよい
し、ユーザーが入力器１８を用いて指定するようにして
もよい。
【００３４】図２には、以上説明した三次元空間Ｖが示
されている。より正確には、その三次元空間Ｖ内に設定
される代表切断面１０１を表すように、三次元空間Ｖに
おける一部空間が明示されている。
【００３５】なお、図においてＸ方向は１Ｄアレイ振動
子における素子配列方向すなわち電子走査方向であり、
Ｙ方向は振動子ユニットの機械走査方向であり、Ｚ方向
は超音波ビーム方向すなわち深さ方向である。図２にお
いては立体空間としての三次元空間が示されているが、
三次元空間形状はもちろんアレイ振動子の構造や電子走
査方式などに依存する。
【００３６】本実施形態においては、例えば３Ｄプロー
ブ１０における振動子ユニットを特定の位置に停止させ
た状態で超音波ビームの電子走査を行うことにより代表
切断面１０１に相当する走査面が形成される。そのよう
な代表走査面は三次元空間Ｖの中央を切断する面であっ
てもよいし、ユーザーが指定した位置の切断面であって
もよい。そのような代表切断面１０１に対応するＢモー
ド画像が形成されると、ユーザーはそのＢモード画像上
において上述したように複数の領域（範囲）を設定す
る。図２においては、Ｚ方向に伸長した矩形領域として
３つの領域１１０，１１２Ａ，１１２Ｂが設定される。
この場合において、例えば領域１１０をユーザーにより
実際に指定させ、それ以外の領域１１２Ａ，１１２Ｂを
別の領域として自動認識するようにしてもよい。いずれ
にしても、オパシティテーブルを切り替えるためにふさ

8
わしい位置及び形態で各領域を設定するのが望ましい。
このような複数の領域設定がなされると、各領域１１
０，１１２Ａ，１１２Ｂを基礎として三次元空間Ｖに対
して複数の部分空間３００，３０１，３０２が決定され
る。
【００３７】図２においては発明説明のため各走査面上
において同一の領域設定が行われることを仮定してお
り、その結果、立方体形状の部分空間３００，３０１，
３０２が設定されている。もちろん、組織の形態に応じ
て各部分空間の形態を適宜設定するのが望ましく、例え
ば後述するように、回転体近似など利用するようにして
もよい。
【００３８】本実施形態においては、上述したように、
超音波ビームＢに沿って存在する各エコーデータに対し
て逐次的にレンダリング演算を行うことができる。その
場合において、本実施形態においては、演算の開始深さ
１０８及び終了深さ１０９を設定することが可能であ
る。すなわち、各超音波ビームＢ上において、開始深さ
１０８及び終了深さ１０９で囲まれる領域１１２におい
て実際にレンダリング演算が実行されることになる。し
たがって、３つの部分空間３００，３０１，３０２にお
いて、実際に演算対象となるのはそれらの部分空間のさ
らに一部分３００Ａ，３０１Ａ，３０２Ａである。もち
ろん、三次元空間の全体をレンダリング演算の対象とす
るようにしてもよい。なお、超音波ビームＢ上において
各エコーデータごとに逐次的にレンダリング演算を行う
と、その超音波ビームに対応する画素値Ｐが求められ、
それは超音波ビームに対応する投影面上の座標ｘ，ｙ上
にマッピングされる。各超音波ビームごとにこの作業を
行うと、最終的に、複数の画素値の集合として三次元画
像１３０が構築される。
【００３９】図３には、表示器２４に表示されるＢモー
ド画像１００が示されている。このＢモード画像１００
は電子セクタ走査によって形成されたものであり、扇状
の形態を有している。このような電子走査方式が適用さ
れる場合に、三次元空間は略角錐形状を有する。
【００４０】ユーザーは、このＢモード画像１００上に
おいて、例えば方位方向すなわち超音波ビーム方向に伸
びるラインＬ１～Ｌ４を移動させることにより複数の領
域１０２，１０４，１０６を設定することができる。こ
こで領域１０４は心臓における心壁（心筋）２０２の内
膜をできる限りカバーするように設定される領域であ
り、従来例で説明したように内膜２１０Ａ，２１０Ｂが
超音波ビームと平行となるようなところでは、エコーが
非常に弱くなるため、それに対応してふさわしいオパシ
ティ関数を選択させるために、その領域１０４が設定さ
れている。また領域１０２は弁２０３をカバーし更に血
液で満たされている心腔をカバーしている領域である。
領域１０６はそれ以外の領域として定義されている。
【００４１】また上述したように、このようなＢモード
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断層画像１００上において、ユーザーはマーカーなどを
上下動させることにより、演算開始深さ１０８及び演算
終了深さ１０９を設定することができる。つまり、それ
らによって挟まれる領域１１２が実際にレンダリング演
算の対象となる。図３に示したように、三次元空間内に
おける代表走査面に対応するＢモード画像１００を用い
て複数の領域を設定するようにしてもよいし、あるいは
個々の走査面に対応する複数のＢモード画像を順番に表
示し、それぞれについて領域設定を行うようにしてもよ
い。またそのような領域設定を行う代表の走査面として
は１つに限られず複数選択するようにしてもよいし、そ
の場合においてはそのような複数の走査面にまたがった
個々の領域をつなげることにより、それぞれの部分空間
を定義することができる。
【００４２】本実施形態においては、図３に示したよう
に、複数の領域１０２，１０４，１０６が設定された場
合において、例えば領域１０２の中心軸を回転中心とし
てそれぞれの領域を回転体近似することにより円錐形状
の部分空間が設定される。ただし、上述した部分空間の
設定手法は一例であって、いずれにしても各部分空間ご
とにオパシティテーブルの選択を行える限りにおいて部
分空間の設定手法としては各種のものを採用することが
できる。
【００４３】図４には、複数のオパシティテーブルに対
応する複数のオパシティ関数が示されている。図４に示
されるように各オパシティ関数の傾きあるいは特性はそ
れぞれ相違しており、各オパシティ関数を表したものと
して複数のオパシティテーブルが構成されている。各テ
ーブルはエコーデータｅ

i
を与えるとオパシティＯ

i
を出

力するテーブルである。
【００４４】以上説明した超音波診断装置の動作につい
て説明すると、まず３Ｄプローブ１０を用いてＢモード
画像が形成される。そして、そのＢモード画像上におい
て複数の領域を設定することにより、今後形成される三
次元空間に対して複数の部分空間が設定される。
【００４５】その後、３Ｄプローブ１０を用いて三次元
空間が形成されると、各超音波ビームごとにエコーデー
タ列がレンダリング演算部３６に入力されるが、その場
合において演算対象となるエコーデータの三次元座標に
対応していずれかのオパシティテーブルが選択されるこ
とになり、そのオパシティテーブルに対してエコーデー
タの値を代入することにより、オパシティが決定され
る。そして、そのように決定されたオパシティを利用し
て上記の（１）式を実行することにより、当該エコーデ
ータについてレンダリング演算結果を得ることが可能と
なる。このようなレンダリング演算が超音波ビーム上に
おける演算範囲内の各エコーデータについて行われる *

10
*と、最終的に求められた画素値が表示処理部２２に格納
されることになり、これを各超音波ビームごとに繰り返
せば、表示処理部２２上には各画素値がマッピングされ
た結果として三次元画像が構築される。
【００４６】したがって、図３に示すような領域設定を
行い、領域１０４についてはより傾きの大きなオパシテ
ィ関数を割り当て、一方、領域１０２などについてはそ
れよりも傾きが緩やかなオパシティ関数を割り当てるこ
とにより、心筋２０２の内膜２１０Ａ，２１０Ｂを明瞭
に表示しつつ、かつ弁２０３を同時に明瞭に表示するこ
とが可能となる。関数の対応付けは上述したように各領
域ごとに例えば入力器１８を用いてユーザーが望ましい
オパシティテーブルを対応づけることにより達成するこ
とができる。もちろん、あらかじめオパシティテーブル
群を作成しておくことなく、各領域すなわち各部分空間
が設定された段階においてユーザーがオパシティ関数を
定義することにより上記の割り当てを行ってもよい。
【００４７】また、上述した（１）式は基本形であり、
レンダリング演算においてはオパシティあるいはそれに
相当するパラメータを利用する限りにおいて各種の演算
方式を採用することが可能である。もちろん、上述した
（１）式を利用し、しかも各レイを超音波ビームと一致
させれば、迅速でかつ実用性の高い超音波診断装置を構
成できるという利点がある。
【００４８】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
ボリュームレンダリングを行う場合においてオパシティ
を対象組織との関係において適切に設定することができ
る。また、本発明によれば、各種の組織を明瞭に三次元
画像として表現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明に係る超音波診断装置の全体構成を示
すブロック図である。
【図２】  三次元空間とそれに設定される複数の部分空
間との関係を示す図である。
【図３】  Ｂモード画像上における複数の領域設定を説
明するための図である。
【図４】  複数のオパシティ関数を説明するための図で
ある。
【符号の説明】
１０  ３Ｄプローブ、１４  送受信部、１６  主制御
部、１８  入力器、２０Ｂモード処理部、２４  表示
器、２６  範囲設定器（部分空間設定器）、２８テーブ
ル選択部、３０  グラフィック画像作成部、３２  オパ
シティテーブル群、３４  ３Ｄメモリ、３６  レンダリ
ング演算部。
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